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第10期さがゴールドプラン21の策定に向けたスケジュール等について

R08.03.23 健康福祉部 長寿社会課

【資料１】

第57回
佐賀県高齢者保健福祉推進委員会



○ 区域（老人福祉圏域）の設定
○ 区域毎の各年度の必要定員総数

※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 区域ごとの各年度の介護給付等対象サービス量の見込み
○ 自立支援、介護予防・重度化防止等の支援内容、目標
〇 その他の事項

○ 都道府県は基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の
支援に関する計画（以下「都道府県介護保険支援事業計画」という。）を定めるものとする。

○ 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、
老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画（以下「都道府県老人福祉計画という。）を定める
ものとする。

ゴールドプランの趣旨と法律上の位置付けについて

介護保険法第118条第2項、老人福祉法第20条の9第2項（記載すべき事項）

○ 高齢者保健福祉計画（老人福祉法を根拠）、介護保険事業支援計画（介護保険法を根拠）の
両計画を「さがゴールドプラン21」として、一体的に策定。

○ 市町（保険者）が策定する高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を広域的観点から支援・
調整する役割。3年を1期とし、次期（第10期）計画期間は、令和９年度から令和11年度まで。

○ 第９期計画は、地域共生社会の実現を見据え、地域包括ケアシステムの推進を目標として、団塊
ジュニア世代が65歳以上となる2040年に向け、中長期的な視野に立って策定。

介護保険法第118条第1項、老人福祉法第20条の9第1項

趣 旨
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第10期ゴールドプラン２１策定スケジュール(案)
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県

高齢者保健福祉推進委員会

R7 12月
社会保障審議会
 (制度見直し意見)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
在宅介護実態調査

１月

2月
社会保障審議会
（基本指針見直し方針の議論）

3月
全国課長会議（第10期計画に関す
る基本的考え方を提示）

高齢者保健福祉推進委員会①
（10期：策定スケジュールを説明）

特養待機者調査（～7月）

介護事業所実態調査（～７月）

5月

6月
策定予定計画について議会報告
保険者ヒアリング（管内の状況、検討状況等の確認）

7月
社会保障審議会（基本指針案）
全国課長会議（基本指針案）

8月 推計ツールの提供
高齢者保健福祉推進委員会②
（9期：計画管理・評価、10期：論点整理、重点事項等）

９月 保険者ヒアリング（事業量、保険料等） サービス見込量、保険料の仮設定

10月

高齢者保健福祉推進委員会③
（10期：計画骨子案提示、施設整備方針　等）
高齢者保健福祉推進委員会④
（10期：目標値、個別論点整理　等）

11月 基本指針の告示 策定状況について議会報告
サービス見込量、保険料報告
（～3月）

12月
高齢者保健福祉推進委員会⑤（10期：計画原案）
パブリックコメント

1月 高齢者保健福祉推進委員会⑥（10期：最終） 　

2月 策定計画について議会報告
介護保険事業計画を議会に報告
介護保険条例の改正

3月 第10期ゴールドプラン策定 介護保険事業計画策定

R9

国 市町、保険者

4月

R8

配布
回収
集計
分析


